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近年、労働関連法の改正･施行、労働審判制度の導入などにより、企業

には労務管理上の責任が厳しく問われています。労働災害はケガのみな

らず、脳血管疾患･心疾患や精神疾患など広がりをみせ、労災保険の請求

労働関係に係るトラブルは増え続け、損害賠償訴訟に発展するケースも

少なくありません。又民事上の個別労働紛争に関する相談件数は高止ま

りの状態です。 

今回、公益社団法人大崎法人会では AIU 損害保険株式会社と共催で、

労働災害対策・雇用トラブルセミナーを企画しましたので、ぜひご参加

下さい。 

セミナーの内容 

共 催 セ ミ ナ ー 

「社員が仕事中に死亡した」・・・もし会社に責任を問われ

たらどうしますか？ケガ（交通事故･転倒･転落等）、後遺障害、

過労死、精神疾患など、会社は様々な労災リスクを抱えていま

す。又企業の労務管理として知っておきたい最近の雇用リスク

について、課題や問題点を明確にして就業規則・人事制度を見

直す事ができれば、職場環境の改善と企業防衛の取組みが始め

られます。中小企業においても社員に安全な職場環境を提供す

る義務を問われる時代となりました。高額な賠償責任が問われ

るケースが増える中、正しい企業防衛のあり方が問われていま

す。本セミナーでは、労災事故と雇用トラブルの事例を紹介し

ながらその解決法や労災保険・就業規則を取巻く現状や課題に

ついて解りやすく解説いたします。 

◆中小企業のための労働災害対策・すぐに

役立つ雇用トラブル対策セミナー 
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講師：AIU 損害保険社 

リスクコンサルティング部 

部長    高橋高橋高橋高橋        勝勝勝勝氏氏氏氏    
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講師 

社会保険労務士法人 

 めぐみ事務所 

 特定社会保険労務士 

  大江大江大江大江    広満氏広満氏広満氏広満氏    

AIU 共催協力講師 

■日  時：平成２８年６月２３日(木)  
      １３:３０～１５:４０ 
 

■会  場：大崎市市民活動サポートセンター３階会議室 
 (JR古川駅前) TEL22-2915 

          JA古川の２時間無料の駐車場をご利用下さい。 
 

■参 加 費：会員1名 1,000円 一般1名 2,000円 
 

■お問合せ：公益社団法人大崎法人会 

               TELTELTELTEL0000229-23-5859  FAX 22-6395 

■お申込方法： 
お申込みは右欄にご記入の上、切らずにこのままFAXにてお送り下さい。 

※定員30名、先着順となります。 

※http://www.xpress.ne.jp/~hojinkai/ から申し込みが出来ます。 

■主催：公益社団法人大崎法人会 

■共催：：AIU損害保険株式会社 

フリガナ  

法人名 
 

業 種 
 

所在地 

〒 

TEL  

FAX  

（フリガナ） 

参加者名 

部署・役職 

セミナー参加申込書 FAX. 22-6395 

『労働災害対策・雇用トラブルセミナー』のご案内 

公益社団法人大崎法人会・AIU 損害保険株式会社 共催セミナー 


